
議案第１４号  

 

   秦野市介護保険条例の一部を改正することについて 

 

 秦野市介護保険条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 

 

  令和６年２月２６日提出 

 

秦野市長 高 橋 昌 和  

 

 

提案理由 

 介護保険法施行令の一部改正に伴い、６５歳以上の介護保険被保険者に係る

保険料について、負担能力に応じた適切な賦課をするため、その所得等に応じ

た区分を１３段階から１６段階に改めたうえで令和６年度から令和８年度まで

の保険料率を定めるため、改正するものであります。 

 

 



-1- 

秦野市条例第  号  

 

   秦野市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

秦野市介護保険条例（平成１２年秦野市条例第５号）の一部を次のように改

正する。 

第４条第１項の表以外の部分中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和

６年度から令和８年度まで」に改め、同項の表第１号中「０．５」を 

「０．４５５」に、「３２，３４０円」を「３２，４８０円」に改め、同表第

２号中「０．６５」を「０．６８５」に、「４２，０４０円」を 

「４８，９００円」に改め、同表第３号中「０．７５」を「０．６９」に、

「４８，５１０円」を「４９，２６０円」に改め、同表第４号中 

「５８，２１０円」を「６４，２６０円」に改め、同表第５号中 

「６４，６８０円」を「７１，４００円」に改め、同表第６号中「又は第１２

号イ」を「、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」に、

「１．１２」を「１．２」に、「７２，４４０円」を「８５，６８０円」に改

め、同表第７号中「又は第１２号イ」を「、第１２号イ、第１３号イ、第１４

号イ又は第１５号イ」に、「１．２５」を「１．３」に、「８０，８５０円」

を「９２，８２０円」に改め、同表第８号中「又は第１２号イ」を「、第１２

号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」に、「１．４」を「１．５」

に、「９０，５５０円」を「１０７，１００円」に改め、同表第９号中 

「４００万円」を「４２０万円」に、「又は第１２号イ」を「、第１２号イ、

第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」に、「１．５」を「１．７」に、

「９７，０２０円」を「１２１，３８０円」に改め、同表第１０号中「６００

万円」を「５２０万円」に、「又は第１２号イ」を「、第１２号イ、第１３号

イ、第１４号イ又は第１５号イ」に、「１．７」を「１．９」に、 

「１０９，９５０円」を「１３５，６６０円」に改め、同表第１１号中 

「８００万円」を「６２０万円」に、「又は次号イ」を「、次号イ、第１３号

イ、第１４号イ又は第１５号イ」に、「１．９」を「２．１」に、 

「１２２，８９０円」を「１４９，９４０円」に改め、同表中 

「 

 (12) 次のいずれかに該当する者 

  ア 合計所得金額が１，０００万円 

２．１ １３５，８２０円  
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未満である者であり、かつ、前各

号のいずれにも該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課

される保険料額についてこの号の

区分による額を適用されたならば

保護を必要としない状態となるも

の（政令第３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除く。）に

該当する者を除く。） 

   

を 

(13) 前各号のいずれにも該当しない者 ２．３ １４８，７６０円  

                                  」 

「 

 (12) 次のいずれかに該当する者 

  ア 合計所得金額が７２０万円未満

である者であり、かつ、前各号の

いずれにも該当しないもの 

２．３ １６４，２２０円 

 

  イ 要保護者であって、その者が課

される保険料額についてこの号の

区分による額を適用されたならば

保護を必要としない状態となるも

の（政令第３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除く。）、

次号イ、第１４号イ又は第１５号

イに該当する者を除く。） 

   

(13) 次のいずれかに該当する者 

  ア 合計所得金額が１，０００万円

未満である者であり、かつ、前各

号のいずれにも該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課

される保険料額についてこの号の

区分による額を適用されたならば

保護を必要としない状態となるも

の（政令第３９条第１項第１号イ 

２．４ １７１，３６０円  
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（（１）に係る部分を除く。）、

次号イ又は第１５号イに該当する

者を除く。） 

   

(14) 次のいずれかに該当する者 

  ア 合計所得金額が１，５００万円

未満である者であり、かつ、前各

号のいずれにも該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課

される保険料額についてこの号の

区分による額を適用されたならば

保護を必要としない状態となるも

の（政令第３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除く。）又 

は次号イに該当する者を除く。） 

２．５ １７８，５００円 に 

(15) 次のいずれかに該当する者 

  ア 合計所得金額が２，０００万円

未満である者であり、かつ、前各

号のいずれにも該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課

される保険料額についてこの号の

区分による額を適用されたならば

保護を必要としない状態となるも

の（政令第３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除く。）に

該当する者を除く。） 

２．６ １８５，６４０円  

(16) 前各号のいずれにも該当しない者 ２．７ １９２，７８０円  

                                  」 

改め、同条第２項第１号中「１９，４００円」を「２０，３４０円」に改め、

同項第２号中「３２，３４０円」を「３４，６２０円」に改め、同項第３号中

「４５，２７０円」を「４８，９００円」に改める。 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の秦野市介護保険条例第４条の規定は、令和６年度

分の保険料から適用し、令和５年度以前の年度分の保険料については、なお

従前の例による。 
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議案第１４号 秦野市介護保険条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

新 旧 

（保険料率等） （保険料率等） 

第４条 令和６年度から令和８年度までの各年度における、法第

９条第１号に規定する者（以下「第１号被保険者」という。）

の介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「政

令」という。）第３９条第１項各号に掲げる区分に応じる割合

及び保険料率は、次の表のとおりとする。 

第４条 令和３年度から令和５年度までの各年度における、法第

９条第１号に規定する者（以下「第１号被保険者」という。）

の介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「政

令」という。）第３９条第１項各号に掲げる区分に応じる割合

及び保険料率は、次の表のとおりとする。 

区 分 割 合 保険料率（年額） 

(1) 政令第３９条第１項第１

号に掲げる者 

０．４５５ ３２，４８０円 

(2) 同項第２号に掲げる者 ０．６８５ ４８，９００円 

(3) 同項第３号に掲げる者 ０．６９ ４９，２６０円 

(4) 同項第４号に掲げる者 ０．９ ６４，２６０円 

 (5) 同項第５号に掲げる者 １．０ ７１，４００円 

 (6) 次のいずれかに該当する

  者 

ア 地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第 

２９２条第１項第１３号

に規定する合計所得金額 

１．２ ８５，６８０円 

区 分 割 合 保険料率（年額） 

(1) 政令第３９条第１項第１

号に掲げる者 

０．５ ３２，３４０円 

(2) 同項第２号に掲げる者 ０．６５ ４２，０４０円 

(3) 同項第３号に掲げる者 ０．７５ ４８，５１０円 

(4) 同項第４号に掲げる者 ０．９ ５８，２１０円 

 (5) 同項第５号に掲げる者 １．０ ６４，６８０円 

(6) 次のいずれかに該当する

  者 

ア 地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第 

２９２条第１項第１３号

に規定する合計所得金額 

１．１２ ７２，４４０円 
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（租税特別措置法（昭和

３２年法律第２６号）第

３３条の４第１項若しく

は第２項、第３４条第１

項、第３４条の２第１

項、第３４条の３第１

項、第３５条第１項、第

３５条の２第１項、第 

３５条の３第１項又は第

３６条の規定の適用があ

るときは、その合計所得

金額から政令第２２条の

２第２項に規定する特別

控除額を控除して得た額

とし、その合計所得金額

が零を下回るときは、零

とする。以下この項にお

いて「合計所得金額」と

いう。）が１２０万円未

満である者であり、か

つ、前各号のいずれにも

該当しないもの 

  （租税特別措置法（昭和

３２年法律第２６号）第

３３条の４第１項若しく

は第２項、第３４条第１

項、第３４条の２第１

項、第３４条の３第１

項、第３５条第１項、第

３５条の２第１項、第 

３５条の３第１項又は第

３６条の規定の適用があ

るときは、その合計所得

金額から政令第２２条の

２第２項に規定する特別

控除額を控除して得た額

とし、その合計所得金額

が零を下回るときは、零

とする。以下この項にお

いて「合計所得金額」と

いう。）が１２０万円未

満である者であり、か

つ、前各号のいずれにも

該当しないもの 
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イ 要保護者であって、そ

の者が課される保険料額

についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ、第８号

イ、第９号イ、第１０号

イ、第１１号イ、第１２

号イ、第１３号イ、第 

１４号イ又は第１５号イ

に該当する者を除く。） 

  

 (7) 次のいずれかに該当する

者 

ア 合計所得金額が２１０

万円未満である者であ

り、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、そ

の者が課される保険料額 

１．３ ９２，８２０円 

イ 要保護者であって、そ

の者が課される保険料額

についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ、第８号

イ、第９号イ、第１０号

イ、第１１号イ又は第 

１２号イに該当する者を

除く。） 

 

  

(7) 次のいずれかに該当する

者 

ア 合計所得金額が２１０

万円未満である者であ

り、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、そ

の者が課される保険料額 

１．２５ ８０，８５０円 

- 3 -



- 4 - 

 

についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ、第９号

イ、第１０号イ、第１１

号イ、第１２号イ、第 

１３号イ、第１４号イ又

は第１５号イに該当する

者を除く。） 

  

 (8) 次のいずれかに該当する

者 

ア 合計所得金額が３２０

万円未満である者であ

り、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、そ

の者が課される保険料額

についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら 

１．５ １０７，１００

円 

についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ、第９号

イ、第１０号イ、第１１

号イ又は第１２号イに該

当する者を除く。） 

 

 

  

(8) 次のいずれかに該当する

者 

ア 合計所得金額が３２０

万円未満である者であ

り、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、そ

の者が課される保険料額

についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら 

１．４ ９０，５５０円 

- 4 -



 

- 5 - 

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ、第１０

号イ、第１１号イ、第 

１２号イ、第１３号イ、

第１４号イ又は第１５号

イに該当する者を除

く。） 

  

 (9) 次のいずれかに該当する

者 

ア 合計所得金額が４２０

万円未満である者であ

り、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、そ

の者が課される保険料額

についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

１．７ １２１，３８０

円 

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ、第１０

号イ、第１１号イ又は第

１２号イに該当する者を

除く。） 

 

 

  

 (9) 次のいずれかに該当する

者 

ア 合計所得金額が４００

万円未満である者であ

り、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、そ

の者が課される保険料額

についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

１．５ ９７，０２０円 
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３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ、第１１

号イ、第１２号イ、第 

１３号イ、第１４号イ又

は第１５号イに該当する

者を除く。） 

  

(10) 次のいずれかに該当する

  者 

ア 合計所得金額が５２０

万円未満である者であ

り、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、そ

の者が課される保険料額

についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除 

く。）、次号イ、第１２ 

１．９ １３５，６６０

円 

３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ、第１１

号イ又は第１２号イに該

当する者を除く。） 

 

 

  

(10) 次のいずれかに該当する

  者 

ア 合計所得金額が６００

万円未満である者であ

り、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、そ

の者が課される保険料額

についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ又は第 

１．７ １０９，９５０

円 
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号イ、第１３号イ、第 

１４号イ又は第１５号イ

に該当する者を除く。） 

  

 (11) 次のいずれかに該当する

者 

ア 合計所得金額が６２０

万円未満である者であ

り、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、そ

の者が課される保険料額

についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ、第１３

号イ、第１４号イ又は第

１５号イに該当する者を

除く。） 

２．１ １４９，９４０

円 

(12) 次のいずれかに該当する ２．３ １６４，２２０ 

１２号イに該当する者を

除く。） 

 

  

 (11) 次のいずれかに該当する

者 

ア 合計所得金額が８００

万円未満である者であ

り、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、そ

の者が課される保険料額

についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除

く。）又は次号イに該当

する者を除く。） 

 

 

１．９ １２２，８９０

円 

(12) 次のいずれかに該当する ２．１ １３５，８２０ 
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 者 

ア 合計所得金額が７２０

万円未満である者であ

り、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

 

イ 要保護者であって、そ

の者が課される保険料額

についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ、第１４

号イ又は第１５号イに該

当する者を除く。） 

 円 

 (13) 次のいずれかに該当する

  者 

  ア 合計所得金額が 

１，０００万円未満であ

る者であり、かつ、前各 

２．４ １７１，３６０

円 

  者 

ア 合計所得金額が 

１，０００万円未満であ

る者であり、かつ、前各

号のいずれにも該当しな

いもの 

イ 要保護者であって、そ

の者が課される保険料額

についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除

く。）に該当する者を除

く。） 

 

 円 

 (13) 前各号のいずれにも該当

しない者 

２．３ １４８，７６０

円 
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号のいずれにも該当しな

いもの 

  イ 要保護者であって、そ

の者が課される保険料額

についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

３９条第１項第１号イ 

（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ又は第 

１５号イに該当する者を

除く。） 

  

 (14) 次のいずれかに該当する

  者 

  ア 合計所得金額が 

１，５００万円未満であ

る者であり、かつ、前各

号のいずれにも該当しな

いもの 

  イ 要保護者であって、そ

   の者が課される保険料額 

２．５ １７８，５００

円 

- 9 -
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   についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除

く。）又は次号イに該当

する者を除く。） 

  

 (15) 次のいずれかに該当する

者 

  ア 合計所得金額が 

２，０００万円未満であ

る者であり、かつ、前各

号のいずれにも該当しな

いもの 

  イ 要保護者であって、そ

の者が課される保険料額

についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

３９条第１項第１号イ 

２．６ １８５，６４０

円 
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- 11 - 

（（１）に係る部分を除

く。）に該当する者を除

く。） 

  

 (16) 前各号のいずれにも該当

しない者 

２．７ １９２，７８０

円 
 

２ 前項の表第１号から第３号までに掲げる第１号被保険者につ

いての減額賦課に係る保険料率は、同表の規定にかかわらず、

次に掲げる額とする。 

２ 前項の表第１号から第３号までに掲げる第１号被保険者につ

いての減額賦課に係る保険料率は、同表の規定にかかわらず、

次に掲げる額とする。 

(1) 前項の表第１号に掲げる第１号被保険者 ２０，３４０円 (1) 前項の表第１号に掲げる第１号被保険者 １９，４００円 

(2) 前項の表第２号に掲げる第１号被保険者 ３４，６２０円 (2) 前項の表第２号に掲げる第１号被保険者 ３２，３４０円 

(3) 前項の表第３号に掲げる第１号被保険者 ４８，９００円 (3) 前項の表第３号に掲げる第１号被保険者 ４５，２７０円 

  

  

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

（適用区分）  

２ この条例による改正後の秦野市介護保険条例第４条の規定

は、令和６年度分の保険料から適用し、令和５年度以前の年度

分の保険料については、なお従前の例による。 
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区分
所得段階（負担
割合）保険料額

区分
所得段階（負担
割合）保険料額

第１段階 第１段階

（基準額×0.3） （基準額×0.285）

年額　19,400円 年額　20,340円

第２段階 第２段階

（基準額×0.5） （基準額×0.485）

年額　32,340円 年額　34,620円

第３段階 第３段階

（基準額×0.7） （基準額×0.685）

年額　45,270円 年額　48,900円

第４段階 第４段階

（基準額×0.9） （基準額×0.9）

年額　58,210円 年額　64,260円

第５段階 第５段階

（基準額） （基準額）

年額　64,680円 年額　71,400円

第６段階 第６段階

（基準額×1.12） （基準額×1.2）

年額　72,440円 年額　85,680円

第７段階 第７段階

（基準額×1.25） （基準額×1.3）

年額　80,850円 年額　92,820円

第８段階 第８段階

（基準額×1.4） （基準額×1.5）

年額　90,550円 年額　107,100円

第９段階 第９段階

（基準額×1.5） （基準額×1.7）

年額　97,020円 年額　121,380円

第１０段階 第１０段階

（基準額×1.7） （基準額×1.9）

年額　109,950円 年額　135,660円

第１１段階 第１１段階

（基準額×1.9） （基準額×2.1）

年額　122,890円 年額　149,940円

第１２段階 第１２段階

（基準額×2.1） （基準額×2.3）

年額　135,820円 年額　164,220円

第１３段階 第１３段階

（基準額×2.3） （基準額×2.4）

年額　148,760円 年額　171,360円

第１４段階

（基準額×2.5）

年額　178,500円

第１５段階

（基準額×2.6）

年額　185,640円

第１６段階

（基準額×2.7）

年額　192,780円

前年の合計所得金額（特別控除後）
の合計が1,000万円以上1,500万円未
満の人

前年の合計所得金額（特別控除後）
の合計が1,500万円以上2,000万円未
満の人

前年の合計所得金額（特別控除
後）の合計が1,000万円以上の人

前年の合計所得金額（特別控除後）
の合計が2,000万円以上の人

前年の合計所得金額（特別控除
後）の合計が400万円以上600万
円未満の人

前年の合計所得金額（特別控除後）
の合計が420万円以上520万円未満の
人

前年の合計所得金額（特別控除
後）の合計が600万円以上800万
円未満の人

前年の合計所得金額（特別控除後）
の合計が520万円以上620万円未満の
人

前年の合計所得金額（特別控除後）
の合計が720万円以上1,000万円未満
の人

前年の合計所得金額（特別控除
後）の合計が800万円以上1,000
万円未満の人

前年の合計所得金額（特別控除後）
の合計が620万円以上720万円未満の
人

課税年金収入と合計所得金額
（特別控除後）の合計が120万円
を超える人

世
帯
課
税

課税年金収入と合計所得金額
（特別控除後）の合計が80万円
以下の人

課税年金収入と合計所得金額
（特別控除後）の合計が80万円
を超える人

本
人
が
住
民
税
課
税

前年の合計所得金額（特別控除
後）の合計が120万円未満の人

前年の合計所得金額（特別控除
後）の合計が120万円以上210万
円未満の人

前年の合計所得金額（特別控除
後）の合計が210万円以上320万
円未満の人

前年の合計所得金額（特別控除
後）の合計が320万円以上400万
円未満の人

区分追加

世
帯
全
員
非
課
税

生活保護受給者又は、課税年金
収入と合計所得金額（特別控除
後）の合計が80万円以下の人

変更なし

前年の合計所得金額（特別控除後）
の合計が320万円以上420万円未満の
人

課税年金収入と合計所得金額
（特別控除後）の合計が80万円
～120万円の人

　　　　介護保険料について

改正前 改正後

本
人
が
住
民
税
非
課
税
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